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〔
告

示
〕

〇
繊
維
製
品
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
消
費
者
庁
六
）

〇
電
気
機
械
器
具
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
七
）

〇
歳
入
徴
収
官
事
務
規
程
第
十
二
条
の
二
及

び
第
二
十
八
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る

財
務
大
臣
が
指
定
す
る
歳
入
金
を
指
定
す

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
財
務
三
一
五
）

〇
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
附
則
第

三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
の
主

務
大
臣
の
定
め
る
利
率
を
定
め
る
等
の
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
財
務
・
農
林
水
産
二
一
）

〇
種
苗
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
す
る

件
（
農
林
水
産
二
一
六
三
、
二
一
六
四
）

〇
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
対
象
防
衛
関
係
施
設
等
と
し
て

指
定
し
た
件
（
防
衛
二
六
三
）

〇
防
衛
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上

空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁

止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
対
象
施
設
の
管
理
者
と
し
て

指
定
し
た
件
（
同
二
六
四
）

〔
官
庁
報
告
〕

産

業

日
本
産
業
規
格
（
経
済
産
業
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁参

加
者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
手
続
に

係
る
参
加
意
思
確
認
書
の
提
出
を
求
め
る

公
示
関
係

裁
判
所

破
産
、
免
責
関
係

特
殊
法
人
等

税
理
士
証
票
無
効
・
登
録
抹
消
、
弁
理
士

登
録
・
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付

記
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
懲
戒
処
分
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告
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